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第５回東京都新築建築物制度改正に係る技術検討会 

 

                 日 時：令和７年１２月２２日（月） 

                     午後３時００分～午後４時０３分 

                 場 所：都庁第一本庁舎３３階 特別会議室Ｎ６ 

                     オンライン併用 

 

１．開 会 

２．議 事 

（１）建築物環境報告書制度（中小規模建物）の強化・拡充について 

（２）建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充について 

（３）これまで及び今後のスケジュール（予定）について 

３．閉 会 

 

（配付資料） 

 資料１    建築物環境報告書制度（中小規模建物）の強化・拡充について 

 資料２－１  建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充について 

 資料２－２  建築物環境報告書制度（中小規模建物）の拡充について（電気自動車充電

設備整備基準） 

 資料３－１  建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充について（意見表明の

対象） 

 資料３－２  建築物環境報告書制度（中小規模建物）の拡充について（電気自動車充電

設備整備基準） 

 資料４    これまで及び今後のスケジュール（予定） 

 

 参考資料１  東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会設置要綱 

 参考資料２  東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会委員名簿 
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午後 ３時００分 開会  

○小河原課長代理 定刻になりましたので、ただいまから東京都新築建築物制度改正等に係

る技術検討会（第５回）を開会いたします。 

  委員の皆様におかれましては、本日、大変お忙しい中ご出席賜りまして、誠にありがと

うございます。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます、環境局気候変動対

策部環境都市づくり課の小河原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  検討会の開催に当たりまして、注意事項を申し上げます。 

  本会議は、ウェブによるオンラインと対面の併用による開催となります。傍聴につきま

してはウェブでの参加となります。都庁の通信環境の状況によっては映像や音声が途切れ

る場合がございます。あらかじめご了承ください。 

  委員の皆様におかれましては、発言を希望される場合は、対面の方は直接挙手、ウェブ

で参加の方はＺｏｏｍの挙手機能でお願いいたします。また、ご発言される際は最初にお

名前をお願いいたします。恐縮ですが、発言者以外は会議中マイクをオフにしていただき

ますようご協力をお願いいたします。 

  次に、資料を確認させていただきます。資料につきましては会議次第に記載のとおりで

す。資料の不足がございましたら事務局までお知らせください。資料は、ご説明の際、画

面共有にて事務局のほうで表示させていただきます。 

  委員の出欠についてお知らせいたします。本日、堤委員におかれましては所用によりご

欠席されることを伺っております。また、川久保委員、宮坂委員におかれましてはオンラ

インでの参加となります。 

  それでは、議事に入りたいと思います。これからの議事につきましては田辺会長にお願

いしたいと存じます。田辺会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  皆様、お忙しいところご参加いただきまして、ありがとうございます。 

  それでは、議事に従いまして進行させていただきます。 

  議事の（１）建築物環境報告書制度（中小規模建物）の強化・拡充についてです。事務

局から資料の説明をお願いいたします。 

○事務局（柳沼） それでは、資料１「建築物環境報告書制度（中小規模建物）の強化・拡

充」について、ご説明させていただきます。 

  資料を１枚おめくりいただきまして、本日の表題を書いております。前回、第４回検討
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会にて、住宅の省エネルギー性能基準（誘導）の素案についてお示しさせていただきまし

た。意見を様々いただきましたが、基準に関わるご意見は特になかったと把握しておりま

すので、取りまとめというところで今回ご議論いただきたいと考えております。 

  １枚おめくりいただいて３ページ目になります。 

  前回ご提示したものと変わっておりません。義務基準引上げに伴い、より高みを目指す

事業者の取組を促進するため、２０２７年度（分譲住宅基準は２０２６年度）より住宅の

省エネルギー性能基準（誘導）を改正させていただきたいと思います。 

  赤字で改正内容を記載しております。現行の誘導基準は、各住宅トップランナー事業者

が供給する住宅において、断熱性能についてはＵＡ値０．６０、強化外皮基準であるとこ

ろを、全てＵＡ値０．４６、断熱性能等級６のレベルまで引き上げたいと考えております。 

  また、省エネ性能に係る基準につきましては、これは全て事業者平均のＢＥＩの値とな

りますが、注文戸建住宅基準については、現在、平均ＢＥＩ０．７５であるところを０．

６５まで、分譲戸建住宅、賃貸共同住宅、分譲共同住宅基準それぞれにつきましては、現

在、平均ＢＥＩ０．８であるところ、０．７までそれぞれ引き上げたいと考えております。

なお、全て再エネを除く値となります。 

  １枚おめくりいただいて４スライド目になります。 

  こちらは既にご案内のとおりでございますが、参考として、併せて引上げを行う義務基

準の改正内容について掲載しておるものでございます。 

  ５スライド目になります。 

  こちらも第４回の検討会でお示ししたものと同様ですが、断熱性能に係る都制度と国制

度の比較図になります。 

  続いて、６スライド目が戸建住宅の一次エネに係る比較図、また７スライド目につきま

しては共同住宅に係る一次エネの比較図となっております。こちらの数字については、前

回、第４回検討会でお示ししたものと変わっておりません。 

  ８スライド目になります。 

  前回の検討会の中で、委員の方より鉄骨造の戸建住宅について誘導基準への適合可能性

はいかがかというご意見がございましたので、そちらについて参考としてまとめたもので

ございます。 

  下のグラフをご覧いただきたいのですが、こちらは都内の戸建住宅の供給状況について、

構造別にまとめたものでございます。鉄骨造の戸建住宅については大体６％程度というと
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ころを我々集計しており把握しておるところでございますが、この６％のうち制度対象見

込み事業者による供給が９４％を占めるということになっております。木造とは異なり、

限られた大手の事業者様が、各社それぞれお持ちの技術や工夫によって住宅を供給されて

いるというのが鉄骨造戸建住宅の現状でございます。よって、前回の検討会でお示しした

木造住宅のように、一般的な設備や仕様をお示しするというよりかは、各社様がそれぞれ

お持ちの技術・工夫によって誘導基準に適合する住宅の供給が可能なのかどうかを把握す

る方が重要かと考えております。 

  そういった観点から申し上げますと、各事業者様に東京ゼロエミ住宅水準Ｂ（ＵＡ値０．

４６）の申請実績がございますので、少なくとも誘導基準に適合する住宅の供給自体は可

能だと、そういった技術力はお持ちであろうということが推察されます。 

  また、この間、ある制度対象見込み事業者様にアンケート、ヒアリングをさせていただ

きまして、実際に高性能な断熱材などを採用して、ＵＡ値０．４６を満たす鉄骨造戸建住

宅を供給されているというお声も伺っておりますので、これらのことを踏まえると、鉄骨

造の戸建住宅であっても誘導基準への適合の可能性は十分にあると考えております。 

  ９スライド目、今後の予定となります。 

  １０スライド目に記載がございます。表の真ん中上に「１１月１９日 改正規則公布」

とございます。こちら、第３回技術検討会で取りまとめをさせていただいた義務基準の改

正について、先般、改正の規則を公布したことを示しております。 

  また、本日のご議論で取りまとめ内容に問題がないというところでございましたら、２

月頃、改正配慮指針を公布し、令和８年４月の改正施行、中規模非住宅及び分譲共同住宅

の基準改正につながって参ります。 

  また、併せて令和８年４月頃にもう一度、改正規則及び配慮指針を公布させていただき、

令和９年４月１日付で分譲戸建、注文戸建、賃貸共同住宅、それぞれの改正施行を行うと

いう予定になっております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○田辺会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまのご説明につきまして皆様方からのご意見をいただきたいと思いま

す。ご発言を希望される方は、会場の方は名札を立てていただいて、Ｚｏｏｍの方は挙手

機能でお知らせいただければと思います。いかがでしょうか。 

  磯部委員、お願いいたします。 
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○磯部委員 武蔵野大学の磯部です。 

  スライド８枚目の鉄骨造戸建住宅の誘導基準への適合可能性というところで、こちらは

私からの意見を反映していただいた資料かと思います。当初、鉄骨造の状況について説明

がなかったので分からなかった部分があったんですけど、東京ゼロエミ住宅の水準Ｂでし

っかり実績があるというところが十分確認できましたので、鉄骨造についても問題なくク

リアできるかなと思って安心した次第です。私からの意見に対してフォローいただきあり

がとうございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  それでは、朝吹委員、お願いいたします。 

○朝吹委員 朝吹です。ご説明どうもありがとうございました。 

  私のほうも提示いただいた案で妥当だと思っております。前回、新築住宅のうち東京ゼ

ロエミ住宅の申請の割合が４分の１ぐらいというふうにご説明いただいてどうもありがと

うございました。そういった制度でもう既に誘導をかなりされているということがよく分

かりました。やっぱり都民の皆様にはイニシャルコスト、直接補助を入れることでかなり

インパクトがあるというか効果があるなというふうに私のほうも思ったんですけど、一方

で、住宅は本当に何十年と使うことになりますし、その間の光熱費の削減分を積み上げて

いくと多分そのイニシャルの補助金よりも相当大きな額にもなっていくのかなと思います

ので、そういったところも試算いただいて周知していくことがより誘導につながるんでは

ないかなというふうに思いました。特に今の新築住宅は多分手を入れ続ければ何十年でも

もつようなものを建てていると思いますので、その辺りの周知もぜひよろしくお願いしま

す。 

  以上です。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  それでは、秋元委員、お願いいたします。 

○秋元委員 芝浦工業大学の秋元でございます。ご説明ありがとうございました。 

  これまでの議論を経て、戸建てについても共同住宅についても妥当なご提案になってい

るというふうに判断しております。我々はいつも見ているのでもちろん分かるのですが、

事業者であるとか一般消費者にとっては、国の制度と都の制度、義務基準なのか誘導基準

なのかといった混乱があるかと思います。なるべく分かりやすく発信していただく工夫を
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していただきたいと思います。 

  あとは、朝吹委員のご指摘の光熱費による投資回収の評価というのは一般消費者にとっ

て大変重要なことだと思います。 

  ただ、設備機器とか断熱の強化に係る費用は想定し得る年数で回収できないことが多い

ので、慎重に表現していただいたほうがいいかと思います。例えばこれは５０年で回収で

きますよと言われたときに、５０年もかかるんだったらどうしようかなと思うようなこと

もあり得ます。精緻な計算をするとともに、発信していただくというのがよいかと思いま

す。 

  あと質問一つが一つあります。８ページ目の鉄骨の戸建住宅についてですが、重量鉄骨

とか軽量鉄骨などがプレハブ住宅にはあるかと思います。制度対象見込み事業者以外のそ

の他の６％の鉄骨造というのは、具体的には全体で３万８，０００棟なのでその６％とい

うことであって、無視してもよい数字であると考えてよろしいでしょうか。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  ここでご質問にお答えになりますかね。 

○事務局（柳沼） ご意見ありがとうございました。 

  コメントといたしましては、朝吹委員、秋元委員からいただきました光熱費の削減につ

いての周知に関してでございます。現在、ご参考までにというところではございますが、

都は「太陽光パネルに関するＱ＆Ａ」を作成し、周知を行っているところでございます。

こちら、もともとは一般的に都民の皆様から数多く寄せられた太陽光パネルに関するご疑

問について東京都のご見解、回答を示すというものではございますが、この中に参考とし

て住宅の燃費試算というページを設けておりまして、仮に東京ゼロエミ住宅の水準Ｃを導

入したときに、いわゆる省エネ住宅、一般的な省エネ基準に適合した住宅と比較してどの

ぐらいのメリットが出るのかというところをご案内させていただいております。ただ、じ

ゃあ水準Ｃが水準Ｂになったらどうなのか、Ａになったらどうなのかであったりだとか、

そういったところも含めてより総合的に、「住宅の燃費」の周知というのは表現等に注意

してやっていく必要があるのではないかと、我々も考えているというところでございます。 

  また、鉄骨造の戸建住宅の分析、秋元委員からいただいたものでございますが、先ほど

の会話のとおり、鉄骨造は全体の６％で、そのうちさらに６％というのが、いわゆる我々

の制度対象見込み事業者ではない事業者様が供給されているであろうというものでござい

ます。こちらの中にも、制度対象見込み事業者ほどではないですけれども鉄骨造を取り扱
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っておられるような事業者様であったり、その他ぽつぽつと、いわゆるプレハブ住宅では

ないけれども鉄骨で建てられるようなものがたまにあるというところでございますので、

総体としては、この制度の基準適合可能性を考える上で大きく考慮する必要はないものか

なと判断しておるところでございます。 

  私からのご回答は以上となります。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  よろしいですか、秋元委員。 

○秋元委員 はい。 

○田辺会長 それでは、川久保委員、宮坂委員、いかがでしょうか。 

○川久保委員 じゃあ、川久保です。 

○田辺会長 お願いいたします。 

○川久保委員 ありがとうございます。 

  前回から資料を分かりやすく取りまとめていただきましたので、私からは特に追加的な

コメントはございません。強いて言うならば、６枚目の表中、表といいますか図の中に、

「※１」で「再生可能エネルギーの削減量を含めて算定」とあるんですけども、これは考

え方によっては、例えば上の０．８０とか０．７５とか今回改正するほうに「※」をつけ

て再生可能エネルギーによる削減量を含めずにみたいな、含めないほうに「※」をつける

のもありかなとは思いました。今回、多分含めなくするというところが結構あちこちで出

てきますので、含めて算定するよりは含めずに算定するほうに「※」をつけたほうがメッ

セージとして首尾一貫性があって分かりやすいかもななんて思いました。 

  それ以外は特にございません。ありがとうございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  事務局、よろしいですか。 

○宮坂委員 宮坂からよろしいでしょうか。 

○田辺会長 宮坂委員、お願いいたします。 

○宮坂委員 今までいろいろとお話しさせていただいた内容を整理いただいているので特に

コメントはないのですが。先ほどコスト回収のお話がありましたが、今、エネルギー費も

物価もどんどん上がっていっており、価格が不安定な状況なので、コストで説明するのは

なかなか難しいと思っています。前にもお話があったように、快適性とか健康とかそうい

った側面の効果を強く説明いただき、事業者さんへのご理解を得られるよう、広報をして
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いただくのが良いと思いました。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  事務局からコメントはございますか。 

○事務局（柳沼） コメントをいただきありがとうございました。 

  川久保委員からいただきましたご意見、表記の方法について、今後の周知の参考とさせ

ていただければと思います。 

  また、宮坂委員からいただきましたご意見もご指摘のとおりかと思いますので、燃費の

よい住宅の周知について、より東京都として一層取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見ございますか。 

○松岡部長 すみません、ちょっと追加で。 

○田辺会長 どうぞ、事務局、お願いいたします。 

○松岡部長 先ほどのご意見のところで、前もちょっとご紹介したんですが、キティちゃん

の「燃費のいい家 ここちよい暮らし」というホームページをクール・ネット東京でつく

っているんですけど、その中でも木下ゆーきさんという子育てＹｏｕＴｕｂｅｒの方に出

演していただき、「のびのび子育て編」とか「快適な暮らし編」といったページをつくっ

て動画で紹介してございますので、そういったところで我々も極力都民の皆さまに理解し

ていただくような工夫はしているというところでございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。ぜひまた我々もアップデートしたものを、我々のほう

が見ないといけないということですね。ありがとうございます。 

  ほかによろしいでしょうか。 

  私のほうはこの案でよろしいと思いますし、先ほどの快適性、健康性、またレジリエン

ス性みたいなものも、首都直下型地震の件がちょうど報道されましたけども、万が一、暖

房が切れてもしばらく室温を高く保てるというようなことも東日本大震災のときの統計デ

ータから言われておりますので、そういった副次的なといいますか、エネルギー以外のと

ころもぜひ広報していただければというふうに思います。 

  以上、コメントでございます。 

  よろしいでしょうか。 

  ほかにご意見がないようでございましたら、議事の２番目、「建築物環境計画書制度
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（大規模建築物）の強化・拡充について」に移りたいと思います。事務局から資料のご説

明をお願いいたします。 

○事務局（大藪） それでは、資料２－１「建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・

拡充について」をご説明させていただきます。 

  スライド２をご覧ください。 

  今回の制度改正の論点になります。本日は、省エネルギー性能基準の強化と電気自動車

充電設備整備基準の見直しについてご意見をお願いいたします。 

  建設時ＣＯ２排出量の把握・削減の取組の強化につきましては、今後開催の技術検討会

において説明させていただきたいと考えております。 

  スライド３をご覧ください。 

  前回、第４回検討会において委員の皆様から頂戴した主な意見になります。省エネルギ

ー性能基準の強化の素案への意見ですが、非住宅用途についてはこれまでの実績を踏まえ

た目標値で妥当であるとのご意見でした。住宅用途については、段階２、段階３は誘導的

水準であり、報告書制度の義務基準と整合性等を考慮すると、段階３がＺＥＨ水準にとど

まるのは違和感がある。検討したうえで、引き上げる方向に持っていけるとよいとの意見

をいただきました。 

  電気自動車充電設備整備基準の見直しの素案については特にご意見はありませんでした

が、そのほかとして、後から充電設備を設置する際の合意形成や費用負担の必要性等につ

いて周知が必要とのご意見をいただきました。 

  本日は、これらのご意見を踏まえまして資料を整理させていただきました。 

  スライドの４、省エネルギー性能基準の強化の内容についてご説明いたします。 

  本日の資料ですが、前回、第４回の資料に追加と修正を行っております。追加と修正を

行った箇所は、スライドの右肩にその旨を赤字で記載しております。スライド５からは前

回の資料から修正等がありませんので、スライド１６までお進みください。 

スライド１６をご覧ください。 

  今回改正における強化の考え方になります。二ポツ目、３段階評価として、ＺＥＢ・Ｚ

ＥＨ水準の早期実現の観点に加え、新たに、２０３０年代後半に広く普及が期待される住

宅としてＧＸ ＺＥＨ・ＧＸ ＺＥＨ－Ｍ水準が示されたことから、これらの早期普及の

観点も含め検討を追加いたしました。 

  スライド１７をご覧ください。 
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  省エネ性能基準の改正案になります。 

  「住宅以外の用途」につきましては、前回の検討会資料から変更はありません。断熱性

能ＢＰＩ及び省エネ性能ＢＥＩの事務所等と学校等の二つの用途について、それぞれ赤字

部分が強化となります。 

  下段、「住宅の用途」については、断熱性能ＵＡ値の義務基準は前回資料から変更はあ

りませんが、省エネ性能ＢＥＩの義務基準を０．９から０．８５に０．０５ポイント強化

いたしました。 

  また、３段階評価は、断熱性能ＵＡ値の段階２が０．７以下から０．６以下に、段階３

が０．６以下から０．４６以下に強化いたしました。 

  なお、段階３については、※３の注釈として枠外に記載のとおり、原則として全住戸で

適合が必要ですが、角住戸等（外皮が外気等に３面以上面している住戸）に限りＵＡ値０．

６以下を認め、その場合、全住戸のＵＡ値平均が０．４６以下であることを条件とすると

しております。 

  住宅用途の省エネ性能ＢＥＩの３段階については、段階２は０．８５以下から０．８０

以下に、段階３は０．８０以下から０．７５以下に、それぞれ０．０５ポイント強化いた

しました。この住宅用途の強化の検討経過につきましては、別のスライドでご説明させて

いただきます。 

  スライド１８から２２、こちらは住宅以外の検討経過で、前回から変更はありません。 

  スライド２３までお進みください。 

  住宅用途のＵＡ値の検討経過になります。スライド下段のグラフは、ＵＡ値最大住戸の

累計相対度数のグラフで、左が２０２２～２０２３年度実績、中央が２０２４年度実績、

右が２０２５年度上半期暫定実績になります。 

  改正後の義務基準は、２０２４年度の実績では６７％の達成率ではありますが、２０２

５年度上半期の暫定実績で７８％を達成しており、性能向上が進んでいるため、改正後基

準を適用する２０２８年度の２年前程度には８割に達成することが見込まれます。 

  ３段評価については、達成割合が６割程度であるＵＡ値０．６以下を段階２とし、段階

３はＵＡ値０．６以下と０．５５以下には大きな差があるため、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍの判断

基準を参照いたしました。 

  スライド２４になります。段階３の検討経過になります。 

  スライド下段の左側は、２０２５年度上半期暫定実績での住棟平均ＵＡ値の累計相対度
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数のグラフで、全体の約６割が住棟平均ＵＡ値０．４６以下を達成しております。そのう

ち、中央の円グラフで示すとおり、スライド上の黄色マーカーの※に記載しています改正

後の段階３の要件のただし書である「角住戸がＵＡ値０．６以下」かつ「角住戸等を除い

た住戸がＵＡ値０．４６以下」を達成している建物、こちらは約６割になります。住棟平

均ＵＡ値を達成している左のグラフの６割、それと改正後の段階３の要件を満たす中央円

グラフの６割、これを掛け合わせた約４割が達成している水準を段階３といたしました。 

  右の図は、住棟平均ＵＡ値０．４６以下の建物を分析したものです。段階３を未達成の

３８％、こちらのオレンジ色の部分のうち、住棟平均ＵＡ値が０．４６以下であるが、角

住戸等以外にＵＡ値０．４６超０．６以下の住戸がある建物が２５％になり、建物全住戸

に占める未達成住戸の割合は２．９％となっております。また、角住戸等を含めＵＡ値０．

６超の住戸がある建物が１３％で、こちら建物全住戸に占める未達成住戸の割合は８．

９％となっております。 

  スライド２５をご覧ください。 

  住宅用途のＢＥＩになります。 

  スライド下段のグラフは、左が２０２２～２０２３年度の実績、中央が２０２４年度実

績、右が２０２５年度上半期暫定実績になります。改正後の義務基準は２０２４年度実績

では６９％の達成率でありますが、性能向上が進んでいるため、改正後基準を適用する２

０２８年度の２年程度前には８割に達成することが見込まれます。なお、２０２５年度上

半期の暫定実績では８２％が達成しております。 

  ３段階評価については、達成割合が６割程度であるＢＥＩ０．８以下を段階２、４割程

度であるＢＥＩ０．７５を段階３としました。 

  スライド２６をご覧ください。 

  こちら、住宅用途におけるＵＡ値の各制度との相関図です。 

  段階２、左から二つ目の計画書制度の相関ですけども、段階２は報告書制度の義務基準、

ＺＥＨ－Ｍ水準と揃い、段階３は報告書制度の誘導基準、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍの水準と揃っ

ております。 

  スライド２７をご覧ください。 

  住宅用途におけるＢＥＩの各制度の相関図です。段階２は報告書制度の義務基準ＺＥＨ

－Ｍ水準と揃っておりますが、段階３は計画書の実績から設定しております。 

  以上が省エネルギー性能基準の強化の内容についてのご説明でした。 
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  続いて、スライド２８をご覧ください。 

  こちら、参考資料といたしまして非住宅用途の外皮性能になります。 

  スライド２９をご覧ください。 

  省エネ性能向上には、外皮性能の向上による熱負荷抑制とそれを踏まえた適切な設備設

計が重要です。そこで、建築物環境計画書のデータから、建物用途ごとに外皮平均熱貫流

率（ＵＡ値）及び部位（外壁、屋根、開口部）ごとの熱貫流率（Ｕ値）の実態を分析し、

参考資料としてまとめました。分析対象の建物及び用語等は記載のとおりでございます。 

  スライド３０をご覧ください。 

  こちら、用途・段階ごとのＵＡ値及び部位Ｕ値について分析したグラフになります。左

のグラフが窓開口率２５％以下、右のグラフが窓開口率５０％以下で、グラフ記載の段階

は現行制度のＢＰＩの段階になります。各用途の紫色のＵＡ値では、段階の向上に伴いＵ

Ａ値も低下する傾向にあります。また、壁の熱貫流率Ｕｗ値、屋根の熱貫流率Ｕｒ値、開

口部の熱貫流率Ｕｏ値を比較しますと、いずれの用途においても、Ｕｏ値が最も大きい傾

向にあり、ほとんどがＵ値３．０を超えております。 

  部位別に、段階と部位ごとのＵ値の関係を見ますと、Ｕｗ値は段階の向上に伴い低下す

る傾向がみられ、Ｕｒ値及びＵｏ値は、用途ごとに傾向が様々であります。 

  スライド３１をご覧ください。 

  スライド３０のグラフを数値として表でまとめた資料になります。 

  スライド３２をご覧ください。 

  こちら、事務所用途について段階別に代表仕様例を示した資料になります。設計の初期

段階で断熱性能を検討する際の目安として活用していただくことを想定した資料になりま

す。代表仕様例を示しておりますが、同一の仕様でも建物形状によりＢＰＩは異なるため、

この仕様を満たすことによって記載のＢＰＩを必ず達成できるものではありません。 

  スライド３３から３９は、そのほかの用途について段階別に代表仕様例を示した資料に

なります。ホテル、総合病院、店舗、飲食店、集会所、福祉施設、以上の順番で資料を整

理させていただいております。 

  それでは、スライド４０にお進みください。 

  電気自動車充電設備整備基準の見直しについてです。 

  スライド４１から５０、こちらは前回検討会と同じ資料になります。 

スライド５１までお進みください。 
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  現状では、充電状態で収容可能な車両が限られるため、機械式立体駐車場への充電設備

の適用については引き続き義務適用からは除外といたします。ただし、一定の設置ニーズ

があることから、機械式立体駐車場への充電設備設置を義務基準の履行対象とすることで

設置を促進してまいります。 

  整備基準の見直しの内容ですが、整備基準の適用及び算定方法は現行と変更はありませ

ん。右側、整備基準の履行方法のうち、充電設備の整備については、現行は平置き駐車場

区画のみ履行対象となっておりますが、改正後は機械式立体駐車場での整備も履行対象と

なります。配管等の整備について変更はなく、引き続き平置き駐車区画のみ履行対象とな

ります。 

  スライド５２をご覧ください。 

  こちらは義務基準の履行対象とする機械式立体駐車場についてです。 

  充電設備設置の履行対象とする駐車室は、平置き駐車区画と同様に、二輪自動車及び被

けん引自動車を除く自動車を駐車対象とする駐車室といたします。 

  スライド５３をご覧ください。 

  充電設備の必要算定方法と履行方法についての事例です。 

  こちらは専用の平置き駐車場を１１区画有する場合の事例ですけども、こちら２０％以

上である２区画に充電設備の整備が必要となります。 

  その履行方法についてですが、右側、ケース（１）のように平置き駐車場に２区画整備

することや、ケース（２）のように平置き駐車場に１区画、機械式駐車場に１区画を整備

する方法などがあります。また、機械式駐車場に２区画整備することも可能です。 

  スライド５４、こちらは共用駐車場の実装整備となります。 

  平置き駐車場、機械式駐車場、どちらでも整備が可能となります。 

  スライド５５をご覧ください。 

  配管等整備の必要算数算定方法と履行方法についての事例です。 

  左側、必要数ですが、専用の平置き駐車場を１１区画有する場合、５０％以上である５

区画に配管等の整備が必要となります。 

  右側、履行方法ですが、実装した区画を含みますので、ケース（１）として平置き駐車

場の２区画に実装整備した場合、３区画に配管等整備が必要になります。また、ケース

（２）としまして、機械式駐車場に２区画を実装整理した場合、配管等整備は機械式駐車

場が履行対象外のため、平置き駐車場に３区画の配管等整備が必要となります。 
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  スライド５６は共用駐車場への整備事例になります。 

  スライド５７をご覧ください。 

  こちらは充電設備導入に対する東京都の支援策でございます。 

  左側、１）はアドバイザー派遣になります。集合住宅の管理組合等に対して、マンショ

ン管理の専門家による充電設備等の設置について補助金の内容や設置に係る住民の合意形

成手続といった相談業務を無料で何回でも利用可能となっております。 

  右側、２）ですが、充電設備導入に関する補助事業になります。事業用、居住者用があ

りますが、いずれも機械式駐車場への充電設備設置や機械式駐車場のパレット更新に対す

る補助を行っております。 

  続いて、スライド５８、改正基準（案）のまとめになります。 

  スライド５９をご覧ください。 

  省エネルギー性能基準及び電気自動車充電設備整備基準の義務基準の改正案になります。 

  スライド６０をご覧ください。 

  省エネルギー性能基準及び電気自動車充電設備整備基準の３段階評価の改正案になりま

す。 

  スライド６１をご覧ください。 

  今回の改正基準の適用日についてです。電気自動車充電設備整備基準については、２０

２６年（令和８年）４月１日以降、新規に建築物環境計画書を提出する案件から適用とな

ります。また、省エネルギー性能基準につきましては、２０２８年（令和１０年）４月１

日以降、新規に建築物環境計画書を提出する案件から適用となります。 

  スライド６２、今後の予定になります。 

  スライド６３をご覧ください。 

  本日の省エネ性能基準及び電気自動車充電設備整備基準の改正案に対し、意見表明を行

う事業者・団体等を明日１２月２３日から募集いたします。意見表明を希望する事業者・

団体等については、令和８年２月１９日に開催します第６回技術検討会において意見表明

を行っていただきます。電気自動車充電設備については、令和７年度中にとりまとめ、令

和８年４月から改正施行を予定しております。 

  なお、省エネ性能基準と建設時ＣＯ２の評価基準については、令和８年４月以降の技術

検討会でご意見をいただきながら８月頃までにとりまとめ、その後、規則・指針の改正、

基準類の整備、改正内容の周知期間を設け、令和１０年（２０２８年）４月を目途に改正
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施行を予定しております。 

  以上で、建築物環境計画書制度（大規模建物）の強化・拡充に関する説明を終わります。 

○事務局（柳沼） 引き続きまして、資料２－２「建築物環境報告書制度（中小規模建物）

の拡充について（電気自動車充電設備整備基準）について」をご説明させていただきます。 

  こちら、３スライド目をご確認ください。 

  こちらも先ほどと同様ですが、前回もご提示いたしましたが大きなご意見はなかったと

思いますので、第４回検討会でお示ししたとおり、２０２６年度より、中小規模の制度に

おいても機械式立体駐車場への充電設備の整備を各基準の履行対象とするという形で拡充

を行いたいというふうに考えております。基準の適用からは引き続き除外するという形に

なります。 

  ４スライド目をご確認ください。 

  現行の規定に赤字で追記をいたしますが、現在、機械式立体駐車場の駐車区画について

は、整備基準及び誘導すべき基準を適用しないという形になっておりますが、一方で、充

電設備の整備を行った場合は履行対象とするという形で改正を行うというものでございま

す。 

  資料２－２の説明につきましては以上でございます。 

○田辺会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまのご説明につきまして皆様からご意見をいただきたいと思います。

先ほどの要領でお願いいたします。いかがでしょうか。 

  川久保委員、お願いいたします。 

○川久保委員 ありがとうございます。また、取りまとめを大変分かりやすくまとめていた

だきありがとうございました。 

  ちょっとお伺いしたかったのは、角住戸等というところの「※」で出されていた特例の

措置のところについてお伺いしたいと思います。 

  まず、この特例については事業者さんの立場に寄り添った非常に現実的なもので、大変

きめ細やかな配慮をされていてすばらしいなと思ったんですけども、実際の運用をする際

にややファジーな定義かなというふうに思っておりまして、ちょっとそこについてご質問

をさせていただきたいと思いました。例えばですけども、円形だったり曲面があるような

住居の場合どうするのかであったりとか、例えば、平均と書いてあるんですけども、平均

というのはいわゆる面積平均、面積加重平均なのか、それとも単純に住戸ごとの平均なの
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かとか、そういったところについて少し詳しくお伺いできればと思いました。よろしくお

願いします。 

○田辺会長 事務局からよろしいでしょうか。 

○鮫嶋課長 ご質問、ありがとうございます。 

  こちらの段階３の緩和の規定につきましては、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍの考え方を準用する形

で使わせていただいておりまして、そちらと考え方を合わせていくという方針でおります。

例えば３面というところですが、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍのほうでは１面当たり３分の２以上が

外気等に面することといった条件が書かれておりますので、そういったところの考え方を

合わせていく予定でおります。 

○川久保委員 分かりました。ありがとうございます。 

○田辺会長 ほかにいかがでしょうか。 

  秋元委員、いかがでしょうか。 

○秋元委員 ありがとうございます。 

  大規模についても適切に改正案をご提示いただいたと思っております。川久保委員の質

問にもありましたけれども、角住戸あるいは角住戸等以外のところで未達のところは強化

していく予定があるのかどうか教えていただきたいと思います。国のＺＥＨ－Ｍの例外の

措置は、なるべく早めにやめたいというようなニュアンスで発信しています。東京都がど

のようにお考えかということを教えていただけますでしょうか。 

○鮫嶋課長 ご質問、ありがとうございます。 

  今のご質問は、段階３の緩和の規定をいつまで残すかというご趣旨でよろしいですか。

ありがとうございます。 

  こちらにつきましては、実際の実績を見ながら、またＧＸ ＺＥＨ・ＧＸ ＺＥＨ－Ｍ

のほうでの取扱いも参考にしながら今後判断をしていくことと考えておりまして、現時点

でいつまでというところはまだ決めておりません。 

○秋元委員 分かりました。国のそういったルールとぜひ競い合ってというか、都が先導し

てよい方向に導いていただけるのがよいと思っておりますので、情報共有を密にしながら

見直しも併せてしていくというようになるのが理想的かなと思っております。 

  以上です。ありがとうございます。 

○田辺会長 ほかにいかがでしょうか。 

  磯部委員、お願いいたします。 
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○磯部委員 ありがとうございます。武蔵野大学の磯部です。 

  全体的な数値のところは合意いたします。資料の３０で細かく各用途ごと、段階ごとの

Ｕ値というところがしっかり丁寧に調査されていて、なるほどなというところを思ったん

ですけども。ちょっと気になる点がございましたので発言させていただきます。例えば福

祉施設ですと窓開口部が２５％以下の場合、窓の断熱性能が高いのに対し、２５％から５

０％と開口部率が上がると窓の断熱性能が低くなっていたりするというところで、数値と

しては達成されている部分があるかもしれないですけど、実は断熱性能が快適性に大きく

かかわる部分であると理解しています。断熱性能においては、できる限り各部位、壁であ

ったり屋根、また開口部の性能というのもしっかりモニタリングしながら、どういう仕様

がいいかというところも改めて情報発信していただくといいかなと思います。特に福祉施

設とか病院とかそういうところは非常に体が弱った方もお使いになりますので、健康の維

持という意味ではできる限り寒暖差のない空間が望ましいかと思いますので、そういう方

法というところも提示いただけるといいかなと思いました。これは細かい点かもしれない

ですけれども、意見となります。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  それでは、事務局、何かコメントはございますでしょうか。 

○鮫嶋課長 ご意見、ありがとうございます。 

  今回ご提示させていただいたものにつきましては、計画書制度の実績としてこうなって

おりますというところを示させていただきまして、設計者さんなどの参考にしていただけ

ればという趣旨でございます。私どもも用途による違いですとか開口率による違いという

ところをこれで把握できまして、この実態の理由ですとか改善すべきところは引き続き調

査等をしていきたいと考えているところでございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  朝吹委員、お願いいたします。 

○朝吹委員 朝吹です。 

  まず、住宅の段階２、段階３も引き上げるという今回の修正に関しては、２０２５年度

の上半期の実績もきちんと精査していただいて、角部屋の状況に関しても配慮した上での

引上げということで妥当だというふうに思っています。都市開発諸制度の活用物件に対し

てはちょっと影響を受けることになるとは思いますけれども、資料の１５ページを見ても、
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１万平米以上の建物に関してはかなり段階３に達成しているところもこの時点で多かった

ということで、問題ないかなというふうに思いました。 

  あと、すみません、立体駐車場のほう、既存の建物の管理組合等に対するアドバイザー

制度とかをご紹介いただきまして、ここまできめ細かに支援されていると思っていなかっ

たのですばらしいなというふうに思いました。制度を知らない管理組合の方も結構多いん

じゃないかなというふうに思いましたので、ぜひ周知していただければというふうに思い

ました。 

  以上です。 

○田辺会長 どうもありがとうございます。今のはコメントでよろしいですよね、事務局。 

  宮坂委員、恐縮ですが、ご意見があればお願いいたします。 

○宮坂委員 私もコメントになりますが、かなりのデータを分析されていて、先ほどの角住

戸の話も、丁寧に整理していただいたので、達成率６割のところと４割のところで基準を

設定したというのがよく分かりました。 

  先ほど角住戸の考えについては、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍの考え方を踏襲していますという話

がありましたが、住戸がブロック状に積み重なった特徴のあるデザインのマンションなど、

分かりづらいケースもあると思いますので、この辺りはうまく周知していただければ良い

と思っております。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  事務局、何かコメントがあればお願いします。 

○鮫嶋課長 ご意見、ありがとうございます。 

  角住戸のところにつきましては、ＧＸ ＺＥＨ－Ｍの取扱いも参照しながら、施行まで

に必要なところの考え方は整理していく必要があると考えております。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見いかがでしょうか。 

  委員長のほうは、前回ここの場でいろいろ議論になったものを取り入れた案を出してい

ただきまして、ありがとうございます。私のほうは原案でよろしいかと思います。 

  それから、先ほどの開口部のＵＡ値については、参考ですが非常によい資料を出してい

ただきました。今、非住宅については特にＰＡＬスターの値しかありませんので、実際ど

ういう用途であればどういう開口部や断熱がという資料、なかなかいい資料がないのです。

非常にこれは今後の政策にも役に立つんではないかというふうに考えております。非常に
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小まめに作っていただいて、ありがたいというふうに思います。 

  ほかになければと思いますが、事務局のほうは何かございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、ほかにご意見がないようであれば、議事（３）の今後のスケジュールについ

てに移りたいと思います。事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○事務局（大藪） それでは、資料４、これまで及び今後のスケジュール（予定）について

ご説明させていただきます。 

  令和７年６月３０日に技術検討会（第１回）を開催後、１０月３０日の第４回まで実施

してまいりました。今回、第５回の技術検討会で提示いたしました義務基準につきまして

は、明日１２月２３日から年明け１月１６日（金曜日）まで、制度対象事業者等の皆様か

ら意見表明の要旨を募集させていただきます。意見募集の方法等の詳細については、１２

月１５日（月曜日）に東京都ホームページでプレスリリースを行っておりますので、そち

らをご確認いただけますと幸いです。 

  また、意見表明を希望する事業者の方につきましては、令和８年２月１９日に開催いた

します技術検討会（第６回）にて、ご提出いただいた要旨に基づき意見表明を行っていた

だきます。その後、令和８年３月上旬に建築物環境計画書制度及び建築物環境報告書制度

の電気自動車充電設備整備基準、こちらの見直しの取りまとめを行わせていただき、告示

の改正を行った後、令和８年４月の施行を予定しております。 

  第８回以降につきましては、順次、開催予定でございます。 

  なお、明日からの意見募集の対象ですが、資料３－１、建築物環境計画書の大規模の意

見表明の対象、こちらの義務基準に記載しております内容と、資料３－２、建築物環境報

告書制度（中小規模建築物）の強化・拡充の電気自動車充電設備整備基準、こちらにつき

まして意見表明の対象とさせていただきます。資料につきましては、今後、環境局のホー

ムページで今日の資料と併せて公開させていただきますので、ご確認いただけますと幸い

です。 

  以上で説明を終わります。 

○田辺会長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明につきまして、皆様からご意見等があればお願いいたします。

ご質問等があればお願いします。いかがでしょうか。 

  よろしいですか、一言でも。 
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  秋元副会長、よろしいですか。 

○秋元委員 特にございません。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  確認ですけど、今後のスケジュールで、１２月２３日から１月１６日までの意見表明は

資料３－１に書かれているものに対する意見という理解でよろしいですかね。 

○事務局（大藪） ３－１と資料の３－２、両方の資料になります。 

○田辺会長 ３－１と３－２に対する意見表明ということで、お願いいたします。 

  ほかによろしいですか。 

  宮坂委員、川久保委員、よろしいですか。 

  私のほうからも。今後のスケジュールで制度対象者への意見表明などを大変丁寧にやっ

ていただいているので、くれぐれも事業者の皆様からしっかり意見を聞いていただいて、

東京カーボンニュートラルといいますかネットゼロにするための方策等、事業者の方のご

意見も聞いていただいて進めていくことが重要だと思いますので、今までどおり本当に丁

寧に進めていただければというふうに希望しております。 

  それでは、ほかに何か全体を通じて意見等はございますでしょうか。いかがですかね。 

  多岐にわたるご議論をいただきましたけど、もしよろしければ、ちょっと時間があるの

で一言でも、全体を通じてご意見をいただければと思います。 

  いかがでしょうか。 

  磯部委員、お願いします。 

○磯部委員 武蔵野大学の磯部です。 

  今回、いろいろ実績値に基づいてかなりデータを集めて基準を決められているというと

ころが把握できたところが非常にすばらしいなと思いました。こうやって地に足の着いた

形でどんどん基準というのをつくっていただければと思いますし、それに対して、田辺会

長からもありましたけども、今後どうやってカーボンニュートラルに近づけていくかとい

うところの将来像も含めて目標と実績をどんどんすり合わせていけるような議論が展開で

きるとよい会議体となり、また、よい制度になってくるのかなと思いますので、今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  いかがでしょう。秋元委員、お願いします。 

○秋元委員 秋元でございます。 
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  東京都が先導して、ほかの自治体や国に大変な刺激を与えるような存在であると思って

います。東京都内の建物がカーボンニュートラルに向けてさらにグレードアップしていく

ということをエビデンスとしてお見せいただけると大変ありがたいです。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  いかがでしょうか。一言でも。よろしいですか。 

  宮坂委員、川久保委員、一言でもコメントをいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○宮坂委員 それでは、私から。 

  同じような話にはなってしまいますが、かなり丁寧な分析、様々なデータを取りまとめ

て達成率を基に基準を強化していくというやり方はすばらしいと思っています。また、そ

れによって全てのプロジェクトが少しずつ省エネ性能が向上しており、それが見えている

こと、重要な基準改正になっていると感じます。それに携わらせていただいて大変光栄に

思っております。また今後ともよろしくお願いいたします。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  川久保委員、いかがでしょうか。 

○川久保委員 ありがとうございます。 

  私も一員としてこういった議論に参加させていただいて光栄に思っております。特に東

京都さんのこれまでの取組で、例えば２００８年の建築物を包括的に対象としたあのキャ

ップアンドトレード制度、ああいったものはもう世界に先駆けて本当に先駆的で先見性の

ある取組だったと思います。今も続いていると思いますけども、ああいった形で国であっ

たりとか世界に先駆けて取組をされるというのは、やっぱり全世界に希望といいますか、

東京都さんのようになりたいというような形でほかのところに対する波及効果というのが

大きいと思いますので、引き続きこの制度も含めて、エビデンスベースだけれどもさらに

この先、未来を先取りしたような議論とか制度設計がなされていくことを期待しておりま

す。ありがとうございます。 

○田辺会長 ありがとうございます。 

  私のほうからも先ほど申し上げましたけども、東京がよりよくなるように、またそこで

事業をされる方もいらっしゃるので意見を十分聞いていただいて、よりよい方向に行くよ

うに議論ができて進んでいくといいというふうに思っております。 
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  以上をもちまして本日の議事は終了となります。これ以降については事務局に引き継ぎ

たいと思います。 

○小河原課長代理 田辺会長並びに委員の皆様、長時間にわたり誠にありがとうございまし

た。 

  それでは、これをもちまして東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会（第５回）

を閉会いたします。本日は、長時間、どうもありがとうございました。 

   

午後 ４時０３分 閉会 

 


